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論文

保証債務を履行するための資産の譲渡に関する所得税法上の特例

について

Implement Suretyship ObligationsIncome Tax Law toIn the Special Prescription of the

in the case of Selling the Property

 Tomoaki NAKAMUTA I
Abstract : When we sell the property, capital gain occurs. However, there is the special law in the surety. If the obligor 

does not repay obligee requests it of the surety. Surety sells the property, to pay to the obligee. Next, right of indemnity 

to the obligor occurs. But it is not able to pay it if the obligor does not have repayment ability. It assumed that he is not 

able to implement right of indemnity. It assumed that the money that sold the property does not enter, if he is not able 

to implement right of indemnity. But the tax occurs. It is the income tax law 64 article 2 clause to solve this problem. I am 

studying the judicial precedent about this law.
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れ救 済 され る こ ととな る。

ただ 、 この所 得税 法64条2項 が特例 規 定で あ るが ゆえ に、

同条 項 の適用 要件 を厳格 に解 釈す る傾 向に あ るた め、本 来

上記 の よ うな保 証人 を救 済す るはず の特 例 がそ の 目的 を果

た さず 、ま た過度 の厳 格 さが租税 法律 主 義 に反す る よ うな

結果 に なっ て しま う。

そ こで本 稿 で は、所 得税 法64条2項 にお け る適 用 要 件 に

つ いて判 例 を 中心 に整理 す る と ともに 、近年 そ の解釈 が 柔

軟 に な った 例 と して、 さい た ま 地裁 平 成16年4月14日 の 判

決 を検討 す る こ とで、 同条項 が如 何 に解 釈 ・適用 され るべ

き制 度 なの かをみ てい くこ とに したい。

2.立 法 の 経 緯 と趣 旨

所 得 税 法 が わ が 国 に初 め て 創 設 され た の は 明治20年

(1887年)の こ とで あ る。 しか し創設 当初 にお いて は譲 渡

所得 に対 す る課税 はな され てお らず 、 当制度 の 必要性 は殆

どなか った。 そ の必 要性 が 生ず るのは 、譲渡 所得 課税(法

律第27号)が 初 めて 行 われ る昭 和22年(1947年)以 降で あ

るもの と考 え られ る。

この 制度 の必 要性 が 明 らか に な った 事案 の一 っ が、 「抵

当権 不存 在確認 ・登記 抹消 請求 事件 」(横 浜 地裁 昭和33年11

月28日 判 決 、税 務 訴訟 資料26号1135頁)で あ る。1)こ れ は、

原告 が被 告税 務 署長 に対 し、譲渡 所 得額認 定 取 消等 を求 め

て提 訴 した 事案 で あ り、そ こで は根抵 当権抹 消 のた めの原

1.は じめに

企業とりわけ同族企業を中心とした中小企業が金融機関

から資金を調達する場合、オーナー経営者が連帯保証人と

なり、自己所有の不動産を担保として提供するのが一般的

である。しかしながら、資金調達後に経営業績の悪化等に

より返済できない事態に陥った場合、担保に供 した不動産

は保証債務の履行のために売却を余儀なくされることとな

る。

この場合、所得税法の譲渡所得課税の一般原則からする

ならば、譲渡による収入額から、取得費と譲渡費用の合計

額を控除した額が譲渡所得 として課税の対象となる。した

がって保証債務の履行に伴う求償権が行使不能である場合、

資産を譲渡した保証人は自己所有の不動産を手放すだけで

なく、譲渡収入を享受することなく資金は返済に充てられ

て、さらには譲渡所得が生じた結果、所得税をも負担せざ

るを得なくなってしまう。つまり経済的損失が二重に生ず

ることになるのである。

所得税法64条2項 は、連帯保証人が保証債務を履行する

ために資産を譲渡し、それに伴 う求償権の全部又は一部を

行使することが不能な場合に限り、資産の譲渡代金のうち、

求償権の行使をすることができないこととなった金額に対

応する部分の金額については、所得の計算上なかったもの

としてみなす特例規定である。所得税法64条2項 の適用に

より、保証人は保証債務履行による税負担を大幅に軽減さ

1)近 畿大学産業理工学部経営 ビジネス学科 講 師
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告 の代 位 弁済 は 、譲渡 に直接 必要 な費 用 で はな く、主 債務

者 に対 す る求償 権 の 取得 とい う別 個 の受領 項 目であ り、譲

渡 勘 定 に帰属 させ るほか ない 場合 で もな いか ら経 費 にあ た

る とは認 め られ ない等 と判 示 して、原 告 の訴 え を一部 却 下

一 部棄 却 した事 例 で ある
。2)

この 当時は 、現 在 の所得 税法64条2項 の よ うな 「所得 が な

か った もの とす る」 とい う発想 では な く、譲 渡代金 の回収

不 能 に係 る損 失及 び保 証債 務 の履 行 に伴 う求償 権 の行 使不

能 に よる損失 を所 得控 除(譲 渡費 用)を す るか否 か で争 っ

てい る もの と伺 え る。 この点 につ い ての判 示理 由は下 記 の

通 りであ る。

判決 は 「原 告 は、… 主債 務者 に求 償債 務弁 済 の資力 が な

い場合 には 、代 金 額 か ら被 担保 債 権額 を控 除 した ものが譲

渡 所得 で あ る、 と主 張す る」 と述 べ 、求償 権行 使 不能 に よ

る損失 を譲渡 所得 計算 上控 除 すべ き(費 用 計 上)と す る原

告 に対 して、次 の理 由 によ り否 定 す る。 それ は、「譲渡 所得

と、 その所 得 の処 分行 為 とを混 同 しては な らない こ とは言

をま た ない ところで 、一 たん得 られ た所得 が 無益 に処 分 さ

れ た と して も、 これ を もって所 得 そ の ものが減 少 す るわ け

の もので はな い。」 と して 、さ らに 「原告 の な した抵 当債務

の代位 弁 済 は主債 務者 に対 し求償 で き る もので あっ て、 た

だ本件 で は 、債 務 者 が無視 力 に陥 っ たた め、 事実 上そ の効

果 を上 げ るこ とがで き ない のに とどま る もので あ り、 これ

とて も、先 に抵 当権 を設 定す る に際 し将来 の 求償権 行 使 を

確 保す る方法 を講 じてお け ば、原 告 の損失 とな る こ とを 防

止 で きた筈 の もの で ある。」 と述べ てい る。 これ は 、抵 当権

を設 定す る に際 し将 来 の求償 権行 使 の方 法 を講 じてお けば 、

「所得 が 無益 に処 分 」 され な い として、求 償権 行使 不 能 に

よ る損 失 の経費 性 を否 定 してい る。

この点 に関 して判 決 は、 「も し、原 告 の主 張に従 えば、主

債 務者 の 弁済 資力 の有 無や そ の大 小 に よって 、経 費 とな っ

た り、な らなか った り、経 費 とな る額 が増 減 した りす るわ

け にな るが 、 これ らは経費 の意 義 を広 く用 いす ぎた結 果 の

矛 盾 で あ り、所得 の控 除項 目が 、か よ うな不 明確 な外 部 の

事 情 で左右 され て よい道 理 はな い。」 と述べ 、求償 権行 使不

能 によ る損 失 の経費 性 を否 定す る理 由 を述 べ てい る。

以上 の よ うに、現行 所得 税法64条2項 の よ うな 「所得 が な

か った もの とす る」 とい う規 定 がな いが ゆ えに 、当時 と し

て は費用性(経 費 性)を も って争 うほか は ない。 そ して そ

の費用 性 にお い ては 、譲渡 所得 の計算 上譲 渡収 入 との直接

的 関連 性 が求 め られ 、それ は 不動 産 の取得 に要 した原 価や

譲 渡す るた めに必 要 とされ た 費用(仲 介 手数 料 な ど)が そ

れ に該 当す る。3)し か し、保 証債 務履 行 は 不動 産 を譲 渡す

る に至 った原 因 では あ って も、不 動産 の譲 渡 とい う行 為 に

は直接 的 な結 びつ きが な く、 したが って それ に伴 う損失 は 、

横 浜地 裁 が指摘 す る 「所得 の処 分行 為」とな って しま う。保

証債 務履 行 に よって 売却 資金 は債 権者 に移 り、 しか も求償

権行使 不 能 に伴 う損 失 は、所 得 の計 算上 考慮 され ず に課税

され て 、売却 資金 は主債 務者 に返 済 され て税 だ け を負 担 す

るを負 担 す る とい う不 合理 が生 ず る こ ととな るので あ る。

そ こで新 た な制 度 の必 要性 を明 らか に したの は、 昭和36

年(1961年)の 政 府税 制 調査 会 答 申(以 下 「36年答 申」 と

い う)で あ る。4)こ の 「36年答 申」 で は、保 証債 務 履 行 に

よ り生 じた損 失 は、 資産 の譲 渡代 金 の貸倒 れ や非 営業 資金

の貸倒 れ 等 の損失 とを 同列 にお いて 、何 らかの税 制 上の 考

慮 をすべ き では ない か と問題 視 してい る。

そ こでは 、資産 の譲 渡 代金 の貸 倒 れお よび 非営 業貸 金 の

貸倒 れ 等 の損 失 につ い て、 「既 に これ らの権利 が確 定 した

こ とに よ り課 税 を受 け てい る場合 には 、課 税 所得 の うちに

含 め られ た所 得 の部 分 につ いて は、課 税 所得 が なか った も

の として 、そ の課税 所得 を修 正す るこ とが適 当で あ る」5)と

してい る。 さ らに、「債務 保証 を行 い 、そ の履 行 のた め に資

産 の譲渡 が あ った場 合 にお いて 、そ の履行 に伴 う求償 権 の

全部 又 は一部 が行 使 で きな か った とき は、資 産 の譲渡 代 金

の貸倒 れ 等 の場合 と同様 、 その 求償 権 に基づ く収 入(保 証

債務 履行 後 の残 余金 が あ る場 合 に は、そ の残 余金 を含 む)

が あっ た限度 額 にお い て譲渡 収入 が あ った もの として譲 渡

所得 課税 を行 うこ ととす るが、 同時 にそ の収 入金 額 が譲 渡

資産 の取 得価 額 に達 しない場 合 で あっ て も、資産 損失 はな

い もの とす る措置 を講 ず る必要 が あ る と認 めた」6)として い

る。

この 「36年答 申」 が政府 税 制調 査会 か ら答 申 され る よ う

に な っ た背 景 に は、 国税 庁 長 官通 達 昭 和36年7月20日 付 直

資58「 他 人 の債務 の 担保 に供 され て い た資産 が担 保権 の 実

行 に よ り譲渡 され た 場合 の所 得税 又 は再 評価 税 の取扱 い に

つ いて」(以 下 「36年通 達」 とす る)が 影 響 を与 えた もの と

考 え られ る。 「36年通 達」 は下記 の よ うな 内容 で あ る。

個 人 の有す る資産 につ い て他人 の債 務 を担 保す るた めの

抵 当権 、 質権 又 は譲渡 担保 が設 定 され てい た場合 にお いて 、

主 た る債 務者 が 資力 を喪 失 して その債 務 の弁 済 をす る こ と

が で きない た めそ の資産 が担 保権 の実行 に よ り譲 渡 され 、

そ の譲渡 代金 の全 部 が その債 務 に あて られ た とき は、そ の

弁済 に よ り生ず る主 た る債務 者 に対 す る求償 権 の全部 にっ

い てそ の行 使 が 明 らかに でき ない と認 め られ る とき に限 り、

そ の資産 に係 る譲 渡 所得 な い し山林 所得 につ い ての所 得税

又 は再評 価税 につい て は、 当分 の 間、課税 しな い こ ととす

る。

この 「36年通 達」 を受 けた 「36年答 申」 に基 づい て、 昭

和37年 法 律第44号 に よる所得 税 法 の一部 改正 が行 われ 、 現

行 制 度 の原型 とな った 旧所得 税 法第10条 の6が 創 設 され る

こ ととなっ た。



保証債務 を履行す るための資産の譲渡に関す る所得税法上の特例について

(旧 所 得 税 法10条 の2)

1譲 渡所 得 の計 算 の基礎 とな った収 入金 額 の全 部又 は一

部 を回収 す るこ とがで き ない こ と となった 場合 に は、 そ

の 回収 す る こ とが で きない こと とな った金額 に対応 す る

所得 金額 は なか った もの とみ なす。

2保 証債 務 を履 行す るた め資産 の譲 渡 が あっ た場合 で 、

そ の履行 に伴 う求償 権 の全 部又 は一 部 を行使 す るこ とが

で きな い とき は、 その求 償権 の行使 す る こ とが で きな い

金額 に対応 す る所得 金額 につい て もな か った もの とみ な

す。

この 旧所 得税 法10条2項 の規 定が 、先 にみ た 「抵 当権 不存

在 確認 ・登 記抹 消請 求事 件」(横 浜地裁 昭 和33年11.月28日 判

決)で の 不合 理 を解 消す るた め の新 た な制 度 で あ る。 した

が ってそ の趣 旨は、資 産譲 渡 に よ り譲 渡所 得 が実 現 した場

合 で あっ て も、そ の譲渡 代金 が保 証債 務 の履行 に充て られ 、

そ の履行 に伴 う求償 権 の行 使 がで き な い場 合 に は、 「事実

上所得 が 伴 わな い」 あ るい は 「結 果 的に は資 産 の譲 渡 に よ

る所得 を享受 しない 」 とい う点 に ある。 そ して 、 この譲渡

代 金 は保 証 人 か らす る な らば、 「譲 渡代 金 債権 自体 が貸 倒

れ にな った の と結 果 的 に同 じこ とに な るので あ るか ら、 こ

の両者 の 取扱 い を同 じに しよ うとの趣 旨の も とに」 この制

度 が設 け られ たの で ある。

そ して 、 この制 度 が設 け られ た最大 の理 由 と して は、債

務 保証 を履行 す るた めの 資産 の譲 渡 は、保 証債 務 を履 行す

るた め に余儀 な くされ る不本 意 な譲渡 で あ り、そ の譲 渡 に

よ る所 得 は 、い わば他 律 的 に実現 され る所 得 で あ るこ とか

ら、課 税 上 これ を救済 す るた め に設 け られ た措 置 で あ る と

され る。7)

3.民法における保証債務の履行と求償権

「保証債務」、「求償権」という用語は、本来民法上のもの

であるので、ここでは民法の規定を簡単に確認 しておく。

まず保証人とは、主たる債務者がその債務を履行 しない

場合において、その履行をする責任を有する者をいい(民

法446条)、 その保証人が主たる債務者が債権者に対し債務

の返済を行わない場合に、主たる債務者に代わり保証人が

主たる債務者の債務を履行することを債務保証という。こ

の保証債務は、主たる債務の他、それに関する利息、違約

金、損害賠償金などの債務に従するものを含むこととされ

る(民 法447条1項)。 また、保証人が負担する債務は、主た

る債務を超える場合には主たる債務を限度に減額され、し

たがって主たる債務者が主たる債務を完済すれば保証債務

も消滅することとなる(民 法448条)。

保証債務の履行は、主たる債務者が債権者に対し債務の

履行を行わない場合には、保証人は債権者から履行請求を

受 け るこ とに な り、 また 保証 人 は主 た る債 務 者 に報告 をす

べ き 旨を請 求す るこ とがで き る(民 法452条) 。 ただ債 権者

が主 た る債務 者 に催 告 を した後 で あっ て も、保証 人 が主 た

る債 務者 に弁 済 の資 力 があ りか つ執行 が可能 な で ある こ と

を証 明 した場 合 に は、債 権者 は まず 主 た る債 務者 の財 産 に

対 して執 行 しなけれ ば な らな い(民 法453条)。 そ して、保

証人 が主 た る債務 者 の債 務 を主 た る債 務者 に代 わ り自己の

財 産 をもっ て消滅 させ た場合 には、保 証 人 は主 た る債 務者

に対 して求償 権 を有 す る こ と とな る(民 法459条)。 この 求

償権 は 、保証 人 が主 た る債務 者 に代 わ り債 務 の弁 済 を した

分 を償 い求 め る もので あ り、債務 者 の財 産状 況等 に よ り求

償 権 の全 部 又 は一部 が行 使 不能 に なっ た場合 が 、所得 税 法

64条2項 適 用 の 問題 で あ る。

4.所 得 税 法64条2項 の 検 討

所 得 税 法64条2項 は、保 証 債 務 を履 行 す るた め資 産 の譲

渡 があ った場 合 にお い て、 その履 行 に伴 う求 償権 の全 部 又

は一 部 を行使 す るこ とがで き ない こ と とな った ときは、 そ

の行使 で き ない こ と とな った金 額 に対応 す る部分 の金額 は、

譲渡 所得 の 計算 上 なか った もの とみ な され る規 定で あ る。

そ こ で、 これ ま で所 得 税 法64条2項 が どの よ うに解 釈 され

て運 用 され てきた の かを裁 判例 を 中心 に検討 して い きたい 。

(1)保 証 債 務 を履 行 す る た め の 資 産 の 譲 渡 が あ った 場

合

(i)保証債 務 の存在

保 証債 務 を履行 す る資 産 の譲渡 で あ るか ど うかの判 定 に

つ き、 まず は資産 の譲渡 が保 証 人 の行 った 「保証 債務 」 の

履行 で あ るかが 問題 とな る。 資産 の譲 渡 代金 が返 済 に充 て

られ た と して も、保 証債 務 自体 が存在 しな けれ ば所得 税 法

64条2項 は適 用 され ない と考 え られ るか らで あ る。

そ こで、保 証債 務 が存 在す るか に関 して 、主債 務 で ある

か保 証債務 であ るか につ き争 われ た事例(千 葉地 裁 昭56年9

月25日 判 示8))を みて い く。 事 実 の概 要 は以 下 の通 りで ある。

原 告Xは 本 件係 争 年 分 中に、訴 外 会 社 のM農 協 に対 す る

債務 の保 証 人 と して 、そ の保 証債 務 を履行 す るた めに 自己

の資 産 を譲渡 した として、 これ につ い ての譲 渡収 入金 額 に

つ き所 得税 法64条2項 の保 証債 務 履 行 の た めの譲 渡 の 特 例

規定 を適 用 して 申告 した。

これ に対 し、被 告税 務 署長 は、XがM農 協 に支 払 った のは 、

自己の主 債務 の弁 済 と して な され た もので あ る として 同条

項 の適 用 を否 定す る更 正処 分 を行 った。

Xは これ を不 服 と し、農 協 が形 式 上Xを 借 主 と して 取 り

扱 った のは 、農協 が 法律 上 「員外 貸 付」 を禁 じ られ てい る

た め便 宜 上か か る形 式 を とった も のに過 ぎず 、X自 身 が 事

実上 の保 証人 で あ るこ とを理 由に 出訴 した。
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これ に対す る裁 判 所 の判 断 は、M農 協 が 貸 し付 けた の は

X自 身 に対 してで あ り、Xは 主債 務者 で あっ て保証 人 では な

く、従 って 所 得税 法64条2項 の 適 用 は で きな い 旨 で あ る。

具体 的理 由は次 の通 りで あ る。 ①M農 協 の原 告 に対 す る本

件 手 形貸 付 は名 義 上す べ てXを 主債 務 者 と して行 われ て お

り、実 際 の 手続 き もX自 らが農 協所 定 の貸 付 用 手形 に署名

捺 印 され て い る こ と。 ② 一連 の手形 貸 付 手続 につ い てXか

ら何 ら異議 が な か っ た こ と。 ③M農 協 が 本 件 手 形 貸 付 を

行 った の は資 産家 で あ るXの 信 用 ゆ えに行 われ た ので あ っ

てM農 協 と して は訴外 会 社 か らは担 保 の設 定 は も とよ り、

何 らの書類 も提 出 され てい ない こ と等 。

この事例 及 び判 示 か ら分 か るこ とは、本 人 が保 証人 で あ

るつ も りで あっ た と して も、 それ が貸 し付 けた相 手方 が保

証 人 と判 断 で きない よ うな状 況 ・手続 等 で あ るな らば、 そ

れ は単 に 自分 は保 証 人で あ る とい う 「内心の 意思 」 に過 ぎ

な い と され 、所 得 税 法64条2項 の適 用 対 象 で あ る保 証 とは

い えない と して い る点で あ る。客 観 的 にみて も 「保 証 人」

と認識 で き る必 要性 を求 め てい る もの と考 え られ る。

この事 例 のほ か に、会社 と農 協 に 関す る 「員外 貸付 」 に

係 る類 似 事例 と して 、農協 か らの借入 名義 人 が した弁 済 を

実質 的 には保 証債 務 の履行 で あ る と認 定 した 事例(札 幌地

裁 平成4年3.月26日 判 決9))が あ る。 そ れ は、貸 主(農 協)が

資産 の あ るもの でな けれ ば融 資 を しない と迫 っ た こ と、 こ

の借入 金 の管 理 ・利 息 の支 払 は会 社 が行 って い る こ と等 の

事 実 に よ り、金 銭 消費 貸借 契約 書 上 は組合 員個 人 の名 義 で

あ るが実 質 的債務 者 は会社 で あ り、名 義人 は 実質 的 には保

証 人 と して の立 場 に あ った と して、所 得 税 法64条2項 の適

用 を認 めた もの で ある。 ここで は、千 葉地 裁 の事例 の よ う

な 「内心 の意思 」 は存在 しない と考 え られ るので あ ろ う。

これ らの結論 の相違 は、債権 者 で あ る農 協 が実 質的 に は

組 合員 以 外 の者 に貸 し付 け る意思 で あ りなが ら形 式上 組合

員 に対 す る貸 付 け と した もので あ るのか 、それ と も農 協 が

実質 上 も組 合 員 であ る借入 名 義人 に貸 し付 ける意 思 で貸付

を行 った もので あ るのか 、事 実 関係 の相違 に起 因す る もの

と考 え られ る。

(ii)履行 のた めの 資産譲 渡

資 産 の譲 渡 に つ き所 得税 法64条2項 の規 定 が適 用 され る

た めに は、そ の譲 渡 が 「保 証債 務 の履 行 のた め の譲渡 」 と

して な され た もので な けれ ばな らな い。 これ に 関 しては 注

目され る裁判 例 が あ る(最 高裁 昭和60年12.月20日10)、 大 阪

高裁 昭 和58年11.月30日11)、 大 阪地 裁 昭 和57年7月16日12))。

裁 判所 が認 定 した事 実 を要約 すれ ば以 下 の通 りで あ る。

①Xは 、債 権者 乙の 債権 者 甲銀 行 に対す る銀行 取 引 上 の

現 在及 び 将来 の債 務 につ いて 連帯 保証 を して い た こ と。②

乙 は、会社 更 生手 続 開始 の 申立 て(事 実 上 の倒 産)を し、

被担保 債 権 の期 限 の利 益 を喪失 した こ と。③ そ の ころ、 乙

の債 権者 がそ の連 帯 保証 人 で あ るXと 不 動 産 を差 し押 える

とい う情 報 が あった とこ ろ、訴外 信 用組合 は本件 物件 に仮

差 し押 さえ を した こ と。 ④Xは 、他 の債権 者 も次 々 に本件

物件 に差 押 え の手続 を取 っ て く るこ とを懸念 して、本 件 物

件 の所有 名義 を訴 外 の丙 に移 転す る こ とと し、 丙 に対 して

本件 物件 を売 り渡 した が、 当時 、丙 は売 買代 金 を支払 う資

力 がな く、第 三者 に処分 した時 点で 精算 す る こ とが予 定 さ

れ てい た こ と。⑤ 丙 は、 そ の後本 件物 件 の第 三取 得者 と し

て 甲に債 務金額 を支払 っ た こ と。

これ に対す る判 示 は、 「Xが丙 に本 件 物件 を売 り渡 した 主

目的は債 権者 の追求 を 回避す る こ とに あ り、保証 債務 を履

行す るた め に本 件 物件 を売 買 した もの とは到 底い え ない。」

との判 断 に基 づ き 「そ の世 の点 につ い ての判 断す るまで も

な く、本 件 資 産 の譲 渡 につ き所 得 税 法64条2項 の規 定 は な

い。」13)とした。

また、上記 判例 とは逆 に、「納 税者 所有 資 産 の譲 渡 は、 自

身 が代表 取締 役 で あ る会 社 の欠損 金 補填 の た めの 『私 財 提

供』 と して の譲 渡 で あ るにす ぎな い。」 とした。

す な わ ち、債務 者 乙会 社 の債権 者 甲信 用金 庫 に対す る債

務 の連 帯保 証 人 で あ った 乙会社 代 表 取締 役Xが そ の所 有 資

産 を譲渡 した とい う事案 におい て、 被告 税務 署長 は 「主債

務者 た る乙会 社 は、Xが 保 証債 務 を履 行 した とす る金 員 に

っ きXに 対す る求 償債 務 を計 上せず 、私 財提 供益(そ の金員

に よ る繰越 欠損 金 填補)と して の会 計処 理 を して い たか ら、

Xが 乙会 社 に対 して求 償権 を取 得す るいわれ は ない。」 と主

張 したが 、東京 地裁(昭 和47年4月16日)の 判 決 は、Xが そ

の所 有資 産 を譲 渡 したの は保 証 債務 を履 行す るた め であ り、

Xが そ の譲 渡 収入 よ り保 証 債務 額 の支 払 い を して い る事 実

を認 定 し、そ して 「被 告主 張 の とお り乙会社 にお い ては 、代

表取 締役 た るXか ら私財 提 供 を受 けて繰 越欠 損 金 の填 補 を

した 旨の会 計処理 を してい る こ とが認 め られ るが、 かか る

事実 は 、た だそれ だ け では右 認 定 を妨 げ る資 料 とはな り得

ず 、Xは 当該弁 済 額 の求 償 権 を取 得 した もの とい うべ きで

あ る。」 と判示 した。16)

二 つ の裁判 例 か らい え るこ とは、保 証債 務 の履 行 の有 無

とい うのは 、法律 行 為 としての履 行 す なわ ち実質 的法 的 効

果 が存在 す る履行 をい うの で あ る。 す なわ ち、先 の判 例 で

は 、債 権 者 の追求 を回避 す る 目的で 資産 を譲 渡 した こ と、

それ に加 えてそ の相 手方 が支 払 い能 力 がな く転売 に よる代

金 で支払 うこ とが予 定 され てい るこ とか ら、保証 人 が行 っ

た保 証債 務 の履行 とい う法律 行為 は、保 証 としての法 的 効

果 は実質 的 に存在 してい ない とい え る。

これ に対 して後 の事例 で は、逆 に保 証債 務 と して の法 的

効果 が あ るが、経 理 上 の処理 が 実際 の法 律行 為 と異 な って

い るた め に、そ の処 理方 法 を根拠 に適 用 を妨 げ られ るの で



保証債務 を履行す るための資産の譲渡に関す る所得税法上の特例について

は な く、 実質 的 に効果 が あ る ことを理 由に適 用 が認 め られ

られ たの で ある。

(iii)譲渡 代金 に よ る履 行

所 得税 法64条2項 の適 用 に必 要 な 要件 と して 、 当該 資産

の譲渡 代 金 に よ りそ の保証 債務 を履行 す るこ と、す なわ ち

資 産 の譲 渡 と保 証 債務 の履 行 との間 の因果 関係 の存在 が必

要 とな る。 こ の点 に 関す る裁判 例(最 高 裁 昭 和59年12月4

日17)、大 阪高裁 昭和59年3.月29日18)、 大 阪地 裁 昭和56年6月

26日19))の 概 要 は以 下の 通 りで あ る。

本件 は 、訴外 乙株 式会 社 の代表 取締 役 で あった原 告Xが 、

同社 の 工場 用 地 として使 用 してい たX所 有 の土 地 の譲 渡収

入 につい て 、そ の譲渡 は倒 産 した 債権 者 乙株 式会社 の取 引

先 に対 す る債 務及 び従 業員 等 に対 す る退職 金 支払 の履 行 の

た めに売 却 した もの で あ り、 事実 、右 譲渡 代金 を従業 員退

職 金 、取 引先 に対す る支 払 い と して それ ぞれ支 払 った か ら、

右 金額 につい て は保証 債務 を履行 す るた めの 資産 の譲 渡 が

あ った場 合 で、そ の履 行 に伴 う求 償権 の行 使 が でき ない も

の に 当た る と して 、所 得税 法64条2項 の規 定 の適 用 を争 っ

た もので あ る。

第一 審判 決 は、 「Xが乙株 式会 社 に対す る求 償権 の行 使 が

不 能 で あ るこ とを承知 の 上で 本件 保証 をな した もの」 と認

定 し、 「最 初 か ら主債 務者 に対 す る求償 を前提 と しな い場

合 は適 用す るこ とはで きな い。」20)と判 示 した 。

Xが 控 訴 し、 これ に対 し被 告税 務 署 長 は次 の理 由 を付 加

して 主張 した。 それ は、 「所得 税 法64条2項 は 『保証 債 務 を

履 行す るた めに資 産 の譲渡 が あ った場 合』 と定 め られ て お

り、資 産 の譲 渡 と保証 債務 の履 行 との間 には 因果 関係 が な

けれ ば な らず 、譲 渡代 金 に よって 保証 債務 を履 行 す る こ と

が要件 で あ る。 しか る に、本件 にお いて譲 渡代 金 は譲 渡 の

日か ら7年 以 上経 過 した 時点 にお い て も、な お支 払 われ て

いな いの で あるか ら同条 項適 用 の要件 を欠 い てい る。」21)と

い うもの で あった。

控訴 審判 決 は 、被告 税務 署長 の上記 主 張 どお り本 件 土地

の譲渡 代 金 が未 だ売却 先 か ら支払 われ て お らず 、同社 の 買

掛 金 として未払 の まま残 存 して い る事 実 を認 定 した。

この判 決 が 意 味 す る とこ ろは、 所得 税 法64条2項 が適 用

され るの は譲 渡代 金 に よって保 証 債務 が履 行 され る場 合 に

限 られ る こ とは 明 らかで あ って 、資産 の譲 渡 と保 証債 務 の

履 行 との 因果 関係 の存在 が認 め られ ない(譲 渡代金 以外 の)

金 員 を もっ て保 証 債務 が履 行 され た として も適 用 され な い

とい う点 に ある もの と考 え られ る。

これ に対 して 、資産 の譲 渡代 金 で な く借 入金 に よる履行

の場合 で も、所得 税法64条2項 の適 用 が認 め られ た事 例(神

戸 地裁 昭 和60年9月30日 判示22))が ある。 これ は、 ①原 告X

の主 張す る金 額 の保証 債務 履 行分 につ き求 償権 を行 使 す る

こ とが で きない こ ととなっ た時 に該 当す るか否 か、② 保 証

債務 の存 否 ・そ の金 額 の確 定及 びそ の支 払 に関連 して保 証

人 が要 した弁 護 士費 用 ・訴訟 費用 は、求償 権 行使 不能 な保

証債 務 の履行 に伴 う支 出の範 囲 に含 まれ るか否 かが争 わ れ

た も ので あ る。① に関す るXの 主 張 に よれ ば 、右 保 証 債務

履行 金額 は 、昭 和53年11月 乙倒産 後 の 同年12月 、保証 債務

履行 の た めに借 り入 れ た もので あ り、そ の借 入金 返済 の た

め に 翌 年8月 本 件 土 地 を 譲 渡 した も の で あ る とい う点 に

あ った。

判決 は、 「原 告X訴 外 債務 者 乙 の保 証債 務 を負 担す るな ど、

永年 仕 事 上 の援助 協 力 して きた が、保 証 等 に 際 しXの 実 印

及び 印鑑 証 明 を乙 に渡 して いた いた こ とか ら多額 の保 証 債

務 を負 わ され て い た事 、昭 和53年11月 下旬 、 乙が倒産 した

こ と、Xは 乙に対 す る多 数 の債 権者 か ら保証 債 務 の履 行 を

厳 しく求 め られ たた め 、右争 訴 の一切 を弁護 士 に委託 しそ

の保 証 債務 額 を確 定 した こ と、Xは 同年12.月銀 行等 か ら借

入れ を し右 保 証債 務 額 を確 定 した こ と、Xは 同年12月 銀行

等 か ら借 入 れ を して右保 証 債務 を履 行 した こ と、Xは そ の

借 入金 を返済 す るた め、翌54年8月 、本件 土 地 を譲 渡 しそ の

譲渡 代金 をも って これ を返 済 した こ と、の各 事 実が認 め ら

れ 、右 事 実か らす る と、Xは 本 件保 証債務 を履 行 す るた め本

件土 地 を譲渡 した もの と認 め られ る。23)」 と判示 した。

先 にみ た事 例 で は、譲 渡代 金 は従 業員 退職 金 、取 引先 に

対す る支 払 い に充て 、保 証債 務 の履行 は譲 渡 代金 以外 の 金

員 を持 って な され た と して、所 得 税 法64条2項 の適 用 は な

い もの と した。 これ は、 資産 の譲 渡 と保 証債 務 の履行 との

因果 関係 が存在 しな い こ とを本 質 的理 由 とす るもの であ る。

これ に対 して後 で み た事例 の場 合 、保 証債 務 の履行 自体

は借 入金 をも って な され て い る。 資金 の流れ か らみれ ば、

そ の継 続 性 は否 定 され る。 しか しなが ら、借 入金 に よる履

行 の発 端 とな った のは 、多数 の債 権者 か ら保 証債 務 の履 行

を厳 し く迫 られ た こ とに よる こ とで あ り、 また借 入 資金 が

他 に流用 され た事 実 が ない よ うな場 合 には 、資産 譲渡 と保

証債 務 の履行 との 間の 因果 関係 は存在 す るもの と考 え られ

る。 そ して 、不動 産 売却 に は通 常時 間 を要す る場 合 が多 い

こ とを考 えれ ば、 妥 当な判 決 であ る と考 え られ るの であ る。

小 括

以 上、所 得税 法64条2項 の適 用 要件 の一 っで あ る 「保 証 債

務 を履行 す るた め の譲渡 が あ った場 合」 に 関す る裁判 例 を

検討 した が 、下記 の点 が判 明す るこ と とな った。

まず、「農 協 の員外 貸付 」に関す る類似 す るが 異 な る結論

で あ る二つ の事 例 は、 同条項 にお け る 「保 証 人 」 とい うの

は 、実質 的 な意 味で保 証 人 としての 立場 に あ る者 で あ る 旨

の判 示 がな され てい る。 す なわ ち、 自分 は保 証人 で あ る と

い う 「内心 の意 思」 だ けで は同条 項 を適 用す るた めに は十
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分とはいえず、貸主も保証人であるという客観的認識が可

能であることを求めていることが注目すべき点であった。

次に、同条項の適用対象となる資産の譲渡は、「保証債務

の履行のための譲渡」でなければならない。よって債権者

の追求を回避するための資産の譲渡等、保証債務の履行以

外の目的のための資産の譲渡には適用されない。これは、

同条項が譲渡所得の特例規定としての性質から、多目的に

利用されることを排除すると同時に、そこから生じる可能

性のある租税回避行為を未然に防止することが求められて

いると考えられる。

また、保証債務の履行の有無については、債権者の追求

を回避する目的で、かつ譲渡先に支払能力がない場合は、

保証債務の履行という法律行為は、保証債務としての法的

効果は実質的に存在していないとされる。逆に、保証債務

としての法的効果がある場合、経理処理が実際の法律行為

となっていても、実質的に効果がある場合には同条項が適

用される。これは、同条項が所得を享受していない資産の

譲渡について救済する制度であることから、形式による適

用ではなく、実質的な効果がある場合に適用する考えであ

る。

さらに、同条項適用には、当該資産の譲渡代金による履

行であることが求められる。したがって、保証債務の履行

を他からの借入金によって行い、その後その借入金を返済

するために資産を譲渡した場合には、原則として同条項の

適用はないとして、資産売却代金を保証債務の履行に充て

られることを求め他への流用等逸脱行為は認めないものと

解される。その反面、資産譲渡に長期間を要するような場

合において、やむを得ず借入金で保証債務を履行した後、

社会通念上相当な期間内に資産を譲渡して借入金を返済す

るような場合等、実質的にみて保証債務の履行のための資

産の譲渡と認められるものには、租税回避行為ではないと

して同条項の適用を認めたものと理解できる。

(2)「求 償 権 の 全 部 又 は 一 部 を 行 使 で きな い こ と とな っ

た 」 こ とに つ いて

所 得税 法64条2項 の適 用 の た めに は 、同条 項 の も う一っ

の要件 で あ る 「求 償権 の全 部 又 は一部 を行 使 で きない こ と

となった 」 に該 当す る必要 が あ る。立 法 の経緯 で も明 らか

な よ うに、 同条項 が制 定 され た のは事 業所 得 等 の貸 倒 れ と

のバ ラ ンス を図 る とこ ろに あ る。 ま さに貸 倒れ とい う事 実

が生 じた か否 か を求 め る要件 で あ る。 以 下、 この要件 につ

いて裁 判例 をみ て い くこ と とす る。

(i)「求償 権 行使 不能 」 の意義

所得 税法64条2項 の 「求償 権 の全部 又 は一部 を行 使 で きな

い こ と とな った」 の要 件 に関 す る注 目す べ き裁 判 例(京 都

地裁 昭和59年3.月29日 判示24))が あ る。 それ は 、求償権 の放

棄 が、 この要 件 に該 当す るか否 か につい て争 われ た もの で

あ る。 以 下 、概 要 で あ る。

原 告Xの 主 張す る本 件 保 証債 務 の履 行 の経 緯 は 次 の通 り

で あ る。 す なわ ち、Xの 兄訴 外Mが 代 表取 締役 でXが 専務 取

締役 を して い る乙会社 が金融 機 関か ら金 銭 を借入 れす るに

際 してXとMは そ の 連 帯保 証 人 とな って い た が、 乙会 社 は

昭 和52年3月 に融 通 手形 の決 済不 能 に陥 り、和議 開始 の 申

立 をす る こ とにな った。 これ に伴 い金 融機 関は連 帯保 証 人

で あ るXら に保証 債務 の履 行 を要求 し、Xは 、同年6月 、本件

不動 産 を売却 してそ の譲 渡代 金 の一 部 を もって右 保証 債務

を履 行 した。 そ してXは 、 同社 につ い て 和議 認 可決 定 の な

され た 翌53年1.月 の 二 ヶ月 ほ ど後 の 同年3月 、主 た る債 務者

乙会 社 に対 し保証 債 務 の履行 に よ り生 じた求 償権 の放 棄 を

通知 し所 得税 法64条2項 を適 用 して確 定 申告 書 を提 出 した。

これ に対 して被 告 税務 署 長 は、Xの 保 証債 務 の履 行 は 主

債務 者 で あ る 乙会 社 の経 営 不 振 に よ る もので は な く、Xは

主債 務者 に 対す る求償 権 行使 が 可能 な状 態 であ った ので 、

本件 は所 得税 法64条2項 を適 用 す る場合 に 当た らない と主

張 した。

裁判 所 はXの 請 求 を排訴 した。理 由は、 「乙会社 は債 務超

過 の状態 に なか った」 とい うこ とであ る。25)それ に加 えて 、

「Xが個 人 所 有財 産 の処 分 を して ま で 乙会社 の債務 を整 理

したの は、同社 がXら の同族 会社 で あった こと と、Xは 債務

の支 払猶 予 を認 め る和議 認 可 さえ あれ ば同社 は 立 ち直れ る

もの と考 えて い た ので あ り、Xは 和議 認 定 前 に確 定的 に求

償 権 を放 棄す る意 思 を も ってい た わけ では なか った。 そ れ

に もかか わ らず、Xが 和議 認 可直後 求償 権 を放棄 したの は、

顧 問税 理 士 が求 償 権 を放 棄 して所 得 税 法64条2項 の適 用 を

受 けれ ば節 税 に な る とすす めた か らで あ り、従 って、Xは 乙

会社 が債 務超 過 が著 しい とか、事 業継 続 が不 可能 の状 態 で

あ るか ら仕 方 な く求償 権 を放 棄 した とかい うもので はな く、

専 ら譲渡 所得 課税 を免 れ るた めの方 便 として求償 権 を放 棄

した もので あ る。」26)と認 定 し、上記 の通 り判 示 した。

この判 決 で は、 乙会 社 は和 議 に よ り立 ち直 る見込 み を予

測 で きる状 態 におい て 、つ ま り求 償権 の行 使 が 可能 で あっ

た に もか か わ らず 、 これ を放 棄 した と して所 得税 法64条2

項 の適 用 を否 定 した もの と考 え られ る。

そ こで、 どの よ うな状 態 が求償 権行 使 不能 な状 態 で ある

か につ いて は、 上記 の類 似判 例 で求償 権 放棄 につ き同条 項

の適 用 を争 われた仙 台 地裁(昭 和55年9.月3日 判 示27))が あ り、

そ こで は次 の よ うな判 断基 準 を述べ てい る。

「所 得税 法64条2項 にい う 『求償 権 の全部 又 は一 部 を行使

す る こ とが で きない こ ととな った とき』 とは、求 償債 権 の

相手 方 た る債 務者 にっ いて 、破産 宣 告 、和議 開始 決 定 を受

け るか又 は失 踪 、事 業 閉鎖等 の事 実 が発 生す る とか あ るい



保証債務 を履行す るための資産の譲渡に関す る所得税法上の特例について

は債務 超過 の状態 が相 当期 間継 続 し金 融機 関 や大 口債 権者

の協力 を得 られ ない た め事 業 運営 が衰 微 し再 興 の見込 み も

ない こ と、そ の他 これ らに準ず る事情 が あ るた め求償 権 を

行 使 して もそ の 目的 が達成 され ない こ とが確 実 にな った場

合 を指 す もの と解 す べ く、 これ は相手 方債 務者 の資産 や営

業 の状 況 、他 の債 権者 に対 す る弁 済 の程度 な どを総合 的 に

考 慮 して 客観 的に判 断す べ き もので あ る。」28)

結 局 は 「求償 権 を行 使 して もそ の 目的 が達せ られ ない こ

とが確 実 に なっ た場合 」 で ある との判 断 で あ る。 先 の事例

で、和 議 に よ る再 興 が予測 され る状況 で の求償 権放 棄 に よ

る場 合 の所 得 税 法64条2項 の適 用 が 否 定 され るの は、 この

よ うな理解 が底 流 に ある もの と考 え られ る。

逆 に、同 じ求償 権放 棄 に 関 して で あるが 、「求償 権 を行使

す る こ とが で きない場 合 で あれ ば、行 使 で きない こ とを理

由 に求償 権 を放棄 した 時で あ っ て も」所 得 税 法64条2項 の

適 用 はあ る と した事 例 があ る(東 京地 裁 昭和47年4.月26日 判

示29))。 これ は上 記 の 「求償 権 を行使 して もその 目的 が達せ

られ ない こ とが確 実 になっ た場合 」 に該 当す る もので あ る。

した がっ て、所得 税法64条2項 適用 に 関 しては 、求 償権 放棄

とい う行 為 に重 き が あ るの で な く、 「求 償 権 を行 使 して も

その 目的 が達 せ られ ない こ とが確 実 に なった 場合 」 が、 こ

こで の判 断基準 に な るもの と考 え られ る。

(ii)求償 不能 を知 りなが らした保証

次 に、 求償権 の行使 が そ もそ も不能 で あ る こと知 りな が

ら敢 えて保 証 を した場 合 の所 得 税 法64条2項 の適 用 が 問題

とな った事 例(最 高裁 昭 和59年12月4日 判示30))が ある。概

要 は以 下 の通 り。

本件 は、主 た る債務 者 が資 力 を喪失 して しま った後 に保

証 した保 証債務 を履行 す るた め資 産 を した場 合 、そ の履行

に伴 う求 償権 の行 使 がで き ない もの として 当該 譲 渡所 得 の

金 額 の 計算 上 所 得税 法64条2項 の 適用 が あ るか ど うか争 わ

れ た もの で ある。

被 告税 務 署 長 は所 得 税 法64条2項 の特 例 規 定 の適 用 を否

認 した本件 更正 処分 の適 法性 につ き、「乙株 式会 社 は、従業

員 に対 す る退職 金 支払 い の規 定 もな く、本 件 資産 の譲 渡 の

昭和48年3月 当時 多額 の繰 越 赤 字 を抱 えて倒 産 寸 前 の 状態

に あ り、 この よ うな状 態 に ある会 社 が退職 金支 払 い を約す

るはず もな く、また 、Xが これ を保 証 した として も、認 め難

い。仮 に主債務 及 び保 証債 務 が存 在 した と して も、 乙株 式

会 社 が支 払不 能 にな った後 の保 証 で あ るか ら所得税 法64条

2項 の適用 は ない。」31)と主 張 した。

これ に対 して原 告Xは 、上 記被 告 主 張後 段 の 主張 に対 し

て、 同規 定 は本 件 の場 合 に もそ の適用 が あ る と主 張 して 、

「株式 会社 とは名 ば か りの個 人企 業 にお いて代 表者 が個人

資 産 を投 げ うっ て会社 の債 務 を支 払 い、会 社 の負債 整 理 を

行 うこ とは通 常 見受 け られ る こ とで あ って 、 この よ うな 場

合 は求償 権 はあ って もそ の行 使 が不 能で あ るの が常 であ る。

所得 税 法64条2項 は 、譲渡 人 が 保 証債 務 を履行 した後 に そ

の 求償 不 能 が確 定 した場 合 に 限定 され るべ きで な く、『求

償 権 の行 使 が不能 とな って譲 渡人 に譲 渡 益 のな い場合 の す

べ て』 につ いて適 用 され るべ きで あ る。」32)と反論 した。

判決 は請 求棄 却。 以 下の通 りであ る。

「所 得税 法64条2項 の規 定 は、主 債務 者 に対 す る求償 を前

提 とす る保証 につい て 、保証 債務 を履 行 す るた め資産 の譲

渡 があ った場 合 にお い て も、求償 権 の行使 が不能 とな った

ときに は、譲 渡代 金 が 回収不 能 とな っ た場合 の取 扱 い と同

様 に、所 得計 算 上求償 不 能 とな った金 額 は存 在 しな い もの

とみ な して課 税 上 の救済 を図 る とい うもの で あるか ら、 求

償 権 の行 使 がそ もそ も不 能 で ある こ とを知 りな が ら敢 えて

保 証 を した ときの よ うに、最 初 か ら主債務 者 に対 す る求償

を前 提 と しない場 合 に は、 同条 を適 用す るこ とがで きな い

もの とい わね ば な らない。

しか して 、本件 にお いて 、原告Xが 乙株 式会 社 に対す る求

償権 の行 使 が不能 で あ る こ とを承 知 の上 で本 件保 証 を な し

た こ とは認 定事 実 よ り明 らかで あ って 、現 に求償 権 を行使

しよ うと した事跡 を窺 わせ る証拠 もな いか ら、結 局 、本件

譲渡 に付 き所 得 税 法64条2項 の規 定 を適 用 す べ き で あ る と

す るXの 主 張は 、失 当で あ る。」33)

この判 決 は、所得税 法64条2項 が適 用 され る前提 に は、保

証人 が保 証す る時点 にお い て、 主債務 者 に対 し求 償 可能 な

状態 で あ る とい う保 証人 自身 の認 識 を求 め てい る もの と考

え られ る。 した が って 、原 告 の 「求 償 権 の行 使 が 不 能 と

な って譲 渡 人 に譲 渡 益 のな い場合 の 全 てにつ い て適用 す べ

き であ る」 とい う主張 は退 け られ た こ とに な る。

ところで 、上記 事例 と類似 した判例 で注 目すべ き事 例 が

あ る。そ れ は、 ほぼ 同 じ時期 に争 わ れ た事例(名 古屋 地裁

昭和55年10.月27日 判示34))で 、判 示 の理 由部分 をみて み る。

「保 証 人 が債 務 保 証 を した際 に、 既 に主 た る債 務 者 が 資

力 を喪失 してお り、 かつ 保証 人 が債務 者 に弁 済能 力 がな い

こ とを知 りなが ら敢 え て保証 債務 を した よ うな場 合 に は、

保 証 人 にお いて 、 あ らか じめ求償 権行 使 に よ る回収 の期待

を全 く持 た ない 点 にお いて 実質 的 にみれ ば 、当該 保証 人 に

お いて 主た る債務 者 の債 務 を 引き受 け たか 、 あるい は、 主

た る債務 者 に対 し利 益供 与又 は贈 与 を な した もの とみ な し

得 る の で あっ て、 か か る場 合 は 、所 得税 法64条2項 にい う

『求償 権 の行 使 が不 能 にな った とき』 に該 当せず 、 同条 同

項 を適 用 す る余地 は ない もの と解 す るのが相 当 であ る。」35)

先 の事 例 とほぼ 同趣 旨の判 示 で あ るが、 ただ この判 示 に

お いて注 目す べ き点 と して は、① 「あ らか じめ求 償権 行使

に よ る回収 の期待 を全 くもた ない」 こ と、② 「当該保 証 人

にお い て主債 務者 の債務 を引 き受 けた か、 あ るい は、主 た

55
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る債務 者 に対 し利 益供 与又 は贈与 を な した もの とみ な し う

る」 とい う。 よ り具体 的 な理 由付 け がな され てい る点 で あ

る。

まず ① で あるが 、「あ らか じめ」保 証 した 時点 か ら、求償

不 能 で あ るこ とを知 って いた た め 「求 償権 行使 に よる回収

の期待 を持 たな い」状 況 で あっ た、 とい う理解 と考 え られ

る。 この よ うに解 す るな らば、 「求償 権 の行 使 不 能 な 状態

で、 それ を保 証人 が知 らなか っ た場合 」 につ い ては 、所得

税 法64条2項 の 適用 を排 除す る理 由に は な らない。 保 証人

は、求 償権 の行 使 が不 能 な状 態 であ る に もか か わ らず 、 そ

れ を知 らな かっ たた め 「回収 の期 待 を持 た ない」 とはい え

ない か らで ある。

そ して 、保証 当時 にお いて 、主 債務者 に対す る求償 権 の

行 使 が客観 的 に不能 で あ る状 態 で あるか とい うこ とよ りも、

保 証人 が そ の事実 を知 ってい た か とい うことが 問題 にな る

こ とが理解 で き るので あ る。

次 に② で あ るが、 「実 質 的 に見 れ ば 当該保 証 人 にお い て

主た る債務 者 の債 務 を引 き受 け たか 、 あるい は主 た る債務

者 に対 し利 益 供与 又 は贈 与 をな した もの とみ な し得 る」 と

判 示 して い る。 この こ とか ら、先 の事 例 にお い て、求 償権

の行使 が 不能 となっ たそ の保 証行 為及 び履 行 行為 は 、債務

引受 ・利益 供 与 あ るい は贈 与 で あ る と判 断 して い る。 これ

は、「回収 の期待 を持 た ない」 とい う点 か らの判示 と考 え ら

れ る。

小 括

以上 、所得 税法64条2項 の も う一 つ の適用 要件 で あ る 「求

償 権 の全 部又 は一 部 を行使 で き ない こ と となっ た」 に関す

る裁判 例 をみ て きた。

まず 求償 権 の放 棄 に関す る二つ の事 例 を検討 した。 これ

らは類 似 判例 で あ る ものの、 一方 は適 用 を認 めず 、他 方 は

適 用 を認 め る とい う異 な る結 論 で あった。 こ こでは 、所得

税 法64条2項 は債権 放 棄 とい う行為 で は な く、 「求償 権 を行

使 して もそ の 目的が達 成 され な い事 が確 実 にな った場 合」

にお いて 、適 用 を認 め る判 断 基準 と され てい る こ とが理解

され た。

次 に、 求償権 行使 がそ もそ も不 能 で ある こ とを知 りな が

ら、敢 えて 保 証 を した 場合 の所 得税 法64条2項 の適 用 に 関

す る事 例 で は、求 償権 行使 が 不能 に な った として も、そ の

保 証行 為 及び 履行 行為 は、債務 引受 ・利 益 供 与 あ るい は贈

与 と判 断 され 、同条 項 の適用 を排 除 して い る。

しか しなが ら、保 証 時点 で債務 者 に弁 済能力 は な くて も、

保 証す る こ とで運 転 資金 を得 てお り、環境 等 の変化 とも相

ま って事 業継続 の うち に再 生 の可 能性 が 出て くる こ とも考

え られ るの で、求 償権 行使 の 不可 能性 につい て の判 定 は 、

保 証債 務 の 時点 では な く、保 証 の効果 が期 待 され る期 間経

過 後 の債 務者 の客観 的事 実 で判 断 され るべ きで あ り、そ れ

が ま さに 「回収 の期待 」の 基準 で あ る と考 え られ る ので ある。

この よ うに、先 の適 用 要件 で あ る 「保証 債 務 を履行 す る

た め資産 の譲 渡が あ った場合 」 と同様 に 、所 得税 法64条2項

が租 税 回避 手段等 に利 用 され ない よ う、か な りの厳格 な適

用 がな され てい る とい うこ とがで き る。

5.最 近 の 判 例 の 検 討 一 さ い た ま 地 裁 平 成16年4月14日

判 決

所 得 税 法64条2項 の適 用 に つ いて は 、 同条項 が特 例 規 定

とい う認 識 のた め なの か、裁 判例 に よる検討 で も明 らか な

よ うに かな り厳格 な判 断が な され て い る。過 度 の厳格 適 用

は 、余儀 な く資産 を売却 した保証 人 を救 済 しよ うとす る法

の趣 旨に反 し、 さ らに は租税 法律 主 義 に反 す る可能性 も考

え られ る。

近 年 、 これ ま で の所 得税 法64条2項 適 用 の 要件 の解 釈 が

以前 よ り柔軟 に なっ た判例 が見 受 け られ るよ うにな ったが 、

そ の 中 で も平 成16年4月14日 さい た ま地 裁 判決36)が注 目 さ

れ る。 この判 決例 を今 まで に検討 して きた従 来 の解釈 と比

較 しなが ら検討 してい き たい。

(1)事 実 の概 要

本件 は、原 告(以 下 「X」)が 自己所 有 してい た土 地 の譲

渡 に かか る所 得 の計 算 に お いて 、所 得税 法64条2項 に規 定

す る保証 債務 の特例(以 下 「本件 特 例」)を 適 用 した平成9

年分 の所 得税 の確 定 申告 につ き、被 告 が、本 件特 例 は適 用

で きな い と して行 政 処分 お よび過 少 申告加 算 税 の賦課 決 定

処分 を した ところ、原 告 が上 記各 処 分 の取 り消 しを求 めた

事案 で あ る。本 件 の争 点 は、原 告Xの 平 成9年 分 の所得 税 に

つ いて 、譲渡 所得 の 計算 上 、本件 特例 が適 用 され るか否 か

で あ る。

有 限 会社A(以 下 「A社」)は 、サ ウナ 風 呂、スイ ミング

ス クール 、 レス トランお よび喫茶 店 等 の経営 等 を 目的 と し

て 、昭和59年12月28日 に設 立 され た法 人 であ り、原 告XはA

社 の代 表 取締役 で あ り、A社 が事業 を行 っ て る土 地 、建 物 は

原 告Xか らの賃貸 で あ る。 しか し、老朽 化 のた め、資金 を調

達 して新 た な設 備 が必 要 とな った。

A社 は、地 元 のS信 用金 庫(以 下 「S信金 」)か ら次 々 と借

入れ を行 い、原 告Xは これ らに債 務保 証 した。 以 下 の通 り

で あ る。



保証債務 を履行す るための資産の譲渡に関す る所得税法上の特例について

A社のS信金からの借入と、Xの債務保証

A債 務

B債 務

C債務
D債 務

借 入 日

H8.4.8

H8.6.10

H8.12.5

返済期限日

H9.4.1

H11.6.7

H10.8.7

金 額

4,000,000円

10,000,000円

47,800,000円

24,400,000円

その後 原告Xは 、平成9年11月13日 に 、 自己所有 の別 の 土

地(以 下 「本 件第2土 地」)をPと の 問で 、代金3500万 円で 売

却す る とい う不 動 産売 買 契約 を締 結 し、 そ の際Pか ら手 付

金300万 円 を受領 した。 以 下の 通 りで ある。

「本件第2土 地」の譲渡

※判決文より作成

ま たA社 は、都 市銀 行 のM銀 行 か ら次 の借 入 れ を行 い 、原

告Xは 債務 保証 をす る と同時 に 自己所 有 の土 地(以 下 「本件

第1土 地 」)・家 屋 に根抵 当権(1億3000万 円)を 設 定 した。

以下 の通 りで あ る。

譲渡代金受領日

H9.11.13

H9.12.3

計

譲渡代金

3,000,000円

32,000,000円

35,000,000円

※判決文より作成

A社のM銀行からの借 り入れ と、Xの債務保証(根 抵当権設定)

E債務

借 入 日

H8.12.26

返済期限日

H9.6.30

金 額

130,000,000円

※判決文より作成

原告Xは 、平成9年1月24日 、株 式会社C住 宅(以 下 「C社」)

との 問で 、本件 第1土 地 につ い て、売 主 を原告X、 買 主 をC社 、

代 金 を2億2843万8900円 とす る不動 産 売 買契 約 を締 結 し,同

日C社 か ら手付 金2200万 円を受領 した(な お 、そ の後 の経過

で価額 は変 更 され た)。 以下 の通 りで あ る。

原 告Xは 、上 記譲 渡代 金 をS信 金 に弁 済 した。 以 下の通 り

で あ る。

「本件第2土 地」譲渡代金による弁済

返済 日

H9.12.3

計

返済先

S信金

返済した債務

B債 務10,000,000円

D債 務24,400,000円

34,400,000円

「本 件第1土 地」 の譲渡

※判決文より作成

譲渡代金受領日

H9.1.24

H9.5.19

計

譲渡代金

22,000,000円

206,872,000円

228,872,000円

※判決文より作成
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そ して原 告Xは 、平成9年5月19日 にM銀 行 の債務(E債 務)

の全額 とS信 金 の債 務 の一 部(A債 務 とC債 務)を 弁 済 した。

以下 の通 りで あ る。

「本件第1土地」譲渡代金による弁済

被 告Xが 、A会 社 の保 証債 務 の履行 と して 、 自己所 有 の土

地(「 本件 第1土 地 」お よび 「本 件第2土 地」)を 譲 渡 した後 、

A会 社 は解 散 す る こ と とな った。 そ の経 緯 は 下記 の通 りで

あ る。

返済 日

H9.5.19

返済先

M銀 行

返済した債務

E債 務130,000,000円

A債 務4,000,000円

C債 務47,800,000円

A社解散までの経緯

年 月 日

H9.2.末

H9.4.30

H9.5.13

H9.12.24

H9.5.28 S信金

H9.12.30

H10.1.19

手 続 等

営業終了

解散の決議(社 員総会)

解散登記

計 181,000,000円

※判決文より作成

原告Xが 代位弁済した本件各債務に係る
求償権を放棄する旨を記載した債権放棄
通知書の送付

清算結了

清算結了登記

※判決文より作成

被告Xは 、平成9年分の所得税について、これらの本件第

1土地および第2土地の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算す

るにあた り、所得税法64条2項 を適用 して所得税確定申告

書を提出したが、被告税務署長Yは 同条項の適用はないと
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して更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を行い、

そのためXが これを不服 として提訴に及んだものである。

(2)「保 証債 務 を履 行 す る た め の資 産 の 譲 渡」の 要件 につ

いて

(i)被告 の主 張

所得 税法64条2項 に い う 「保 証 債務 を履 行す るた めに資産

の譲渡 が あ った」 の要 件 が適 用 され るた め には 、そ の資産

の譲渡 が保 証 債務 の履 行 を余儀 な く され たた め に止 む に止

まれず 行 われ た もの で あ るこ とを要す る、 と解 す べ きで あ

る。

したが っ て、資 産 の譲 渡 が保 証 債 務 の履 行 を余 儀 な く さ

れ た た めに止 む に止 まれず 行 われ た もの で ある か否 かの判

断 に当た って は、

(イ)主 債務 者 の財務 状 況 、 それ まで の返 済 の 実 績 等 を

踏 ま えて 主債 務者 におい て弁 済 を行 うこ とが不可 能 で

あ るこ とが確 実で あ るか

(ロ)資 産 の譲 渡行 為 が債務 の弁 済期 到来 後(期 限 の利益

喪 失後)に 行 われ た もので あ るか否 か

(ハ)債 権者 か ら主債 務 や 保 証債 務 の履行 の請 求 が あ っ

たか否 か

な どの客観 的な事 情 を総合 的 に考 慮 して 、保証 人 が保 証債

務 を履 行 す る こ とが真 にや む を得 な い よ うな 状況 で あっ た

か否 か を判 断す べ きで あ る。

本 件 にお いて は、以下 の とお り、資 産 の譲渡 が保 証債 務 の

履 行 を余儀 な く され たた め に行 われ た もので あ る とは、到

底 認 め られ な い。

(イ)弁 済期 が到 来 せず 、金 融 機 関か らの催 告 等 もな い

こ と

(ロ)A社 の経 営状 況 は、本 件 各債 務 の弁済 返済 が可 能 で

あっ た こ と

(ハ)原 告X自 らがA社 に よる返済 を不 可能 に した こ と

(二)A社 は金 融機 関 との取 引 を継続 してい た こ と

以上 の よ うに、A社 は、そ の経営 状況 や資 金状 況 、債 務 の

返 済 実績 か らすれ ば 、債務 の返 済 が不 可能 な 状況 に あっ た

とはい えず 、金 融機 関 との取 引 も継 続 してい た ので あ るか

ら、事 業 の継続 がで き る見通 しがな い とい う状 況 に あっ た

とは認 め られ ない。

そ して 、本件 各 債務 の弁 済期 も到来 してお らず 、金 融機

関か らの催 告 等 もな か った ので あ るか ら、結 局 の とこ ろ、

原 告Xは 、単 に本件 各 債務 の返 済 に充 て る 目的 で任 意 に本

件 各 土地 を売 却 し、 その代 金 を もっ て任意 に本 件 各債 務 を

弁 済 した にす ぎ ない とみ るほ か ない の で あっ て、原 告Xが

保 証債 務 の履行 を余儀 な くされ 、止む に止 まれ ず本 件 各 土

地 を譲 渡 した もの とは認 め られ ない。

したが って 、本件 にお い て本件 特例 は適 用 され ない。

(ii)原告 の 主張

所得税 法64条2項 は、 「保 証 債務 を履 行す るた め の資産 の

譲渡 が あっ た」こ とを要件 と して い る ところ、被 告Yは 、「資

産 の譲渡 が保 証債 務 の履 行 を余儀 な くされ たた め に行 わ れ

た もの で ある こ と」 とい う要 件 を措 定す るが、 かか る要件

を措 定す る と して も、租 税法 律 主義 の課税 要 件 明確 主義 の

要請 か ら して、 それ は あ くまで 「保証 債務 を履行 す るた め

の資 産 の譲渡 」 とい う枠 内の解 釈 に よるべ きで あ る。

こ とに、本 要件 につい て 、主債 務 の弁 済期 到来 前 に資 産

を譲 渡 した こ と、債務 者 な い し保 証 人 に対す る書 面 に よる

正式 な督 促 が ない段 階 で資産 を譲 渡 した こ とな どの形 式 的

な事 情 を強調 す るこ とは、 明 らか に解 釈論 の域 を超 え る も

の であ り、本 要件 を不 当 に縮 小解 釈 す る もので あ る。

イ)原 告 が保 証債 務 の履行 を余 儀 な く され てい た こ と

平 成8年 当時、窮 地 に瀕 した原 告Xは 、リニ ュー アル 計画 を

含 め て再 建 を懸 命 に試 み て い た もの の 万策 が 尽 き、 平成9

年1月 半 ば ころ に は、事 業 を継 続 す るこ とが 不 可能 とな っ

た た め、A社 は総 額2億 円を超 え る債 務 を返 済 す る こ とが

で きな くな った。 そ の結果 、A社 の連 帯保 証 人で あ る原 告X

は 、そ の連帯保 証 債務 を免 れ得 な い こ ととなった 。

したが って 、原 告Xは 、本 件 各債務 の保 証債 務 の履行 を余

儀 な く され た状況 の も とで 、 自 らの保 証債 務 を履 行す るた

め に、本 件第1土 地 の売 買契 約 を締 結 に至 った ので あ り、

本件 は、所 得税 法64条2項 に規 定 す る 「保 証債 務 を履行 す る

た めに資 産 を譲 渡 した」場 合 に当 た る。

ロ)A社 の経 営状 況

被 告 は、A社 が 平 成8年5月 か ら 同 年12月 ま で は、毎 月

1200万 円余 りの売上 を計 上 して お り、秋 以 降明 らか に減 少

した こ ともな く コンス タ ン トな収 入 が確保 され てい た とし

て 、A社 の 経 営状 況 が返 済 が不 可 能 な状 況 で はな か った と

主張 す る。

しか し、債 務 の弁 済原 資 とな るの は、 売上 そ の もので は

な く、売 上 か ら必 要 経費 等 を差 し引 い た税 引前 当期利 益 で

あ る ところ 、A社 は 、平成8年 当時 、売 上 か ら経 費 を差 し引

い た収入 が減 少傾 向に あ り、平成8年5月 か ら同年12.月ま で

の税 引前 当期損 益 は 、合計773万 円の損失 を計上 して お り、

キ ャ ッシ ュフ ロー はマイ ナ スで 、月 々 の返済 原 資が全 くな

か った。

ま た、A社 は、実 質 的 に 平 成8年4月 末 の段 階 で既 に1億

9151万8351円 の債 務 超過 状 態で あ り、平 成9年4.月 末 に は債

務 超過 額 が2億6930万7577円 に及 んで いた。

した が って 、A社 の売 上 高及 び金 融 機 関へ の返 済状 況 等

の みか ら、直 ち にA社 の経 営状 況 が返 済 が不 可 能 な状 況 で

は なか った と結論 付 け る こ とはで きな いの で あ り、被 告 の

主 張は 、経営 状況 を示す 各指 標 の分 析 を怠 り、事 実 と明 ら
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か に相 違す るもの で ある。

(3)「求 償 権 の 全 部 又 は 一 部 の 行 使 が で き な くな った と

き」 の 要 件 につ いて

(i)被告 の主 張

保証 債務 の特例 の 「求償 権 の全 部又 は一 部 の行使 がで き

な くなっ た」とい う要件 は、保証 人 が 自 らの努 力 に よ り、主

債 務者 に対 して 、求償 権 を行使 して も回収 が で きな かっ た

場 合 をい うので あ り、保証 人 が 自 ら取 得 した 求償権 を放棄

した り、 求償債 務 を免 除 した りす るこ とは、 単 な る所 得 の

処 分 で あっ て、上 記 の要件 に当 た らない。 そ して、そ の趣

旨 は、求償 権 を行 使 し得 る に もかか わ らず 、 そ の行 使 をす

る意 図 もな く、保 証人 にな った場 合 に も当て は ま る とい う

こ とがで き る。す な わ ち、初 め か ら、求償 権 を行使 す る意

思 が な く、保 証債 務 を負担 した とい う場合 には 、将来 取得

す る求償 権 をあ らか じめ放 棄 し、あ るい は求償 債務 を免 除

したの と同然 で あ り、 「求償 権 の 全部 又 は一部 の行 使 が で

き な くなっ た」 との要 件 に 当た る こ との で きない保 証 とみ

なす ことがで き る。

そ して 、原告Xは 、 求償権 を行 使 し得 た に もか かわ らず 、

あ えて求償 権 を行 使す る意 図 な く本件 保証 を行 った もの で

あ る ことで ある。す な わ ち、原告Xは 、自ら リニ ュー アル計

画 を断念 してA社 の営 業 を止 め る こ とを決 定 した上 で保 証

契 約 を締 結 す る な ど、A社 に対 す る求 償権 を行使 す る意 図

な く債 権者 との 間で保 証 契約 を締 結 して い るの であ り、 そ

の実 質 は、A社 に 対 して利 益 供 与 を行 っ た もの にす ぎな い

か ら、本件 特例 の適 用 はな い とい うべ きで ある。

ま た、原 告Xは 、い わゆ る借換 えが行 われ てい る場合 に は、

旧借入 金 に対 す る保証 契約 締 結 時 をも って、保 証 人 が求償

権 の行 使 が不 可能 と認 識 して い たか否 か を判 断す べ きで あ

る と主張す るよ うで ある。

しか しな が ら、借換 えがな され た場 合 で あっ て も、金銭

消費貸 借契 約及 び保 証契 約 は新 た に締 結 され る もので あ り、

新 た な保 証契 約 は、法 律 的 には 旧債務 につ い て の保 証 契約

とは全 く別個 の契 約 で あ るか ら、飽 くまで も、新債 務 につ

いて の保 証契約 の締結 時 にお け る保証 人 の認識 が問題 と さ

れ るべ きで ある。

よって 、保証 人 が求 償権 の行 使 不 可能 で ある こ とを認 識

して いた か否 か の判 断 は、新 た な借入 金 に対す る保 証 契約

締 結 時で 判断 すべ きこ とは 明 らかで あ り、原告 の主張 は失

当で あ る。

(ii)原告の主張

保証人の認識の基準時

被告は、①借換えは従前の契約とは全く別個の契約であ

ること、②長期間に複数回にわたって借換えがなされた場

合や、借換えに際して貸付条件に変動があった場合には、

いかなる時点で、いかなる範囲の保証債務について保証人

の認識を判断すべきであるかが曖昧になり、その判断が極

めて困難になることから、借換時における保証人の認識を

問題にすべきであると主張する。

原告は、借換時点において求償可能と考えていたもので

はあるが、従前借換えを重ねてきた債務については、旧借

入に対する保証契約締結時をもって、保証人が求償権の行

使が不可能と認識 していたか否かを判断すべきであり、最

後の借換時点の認識を問題にしなければならないとするこ

とはできない。借換時に新たな保証契約が締結されたとは

考えられないからである。したがって、借換えがなされた

場合において、金銭消費貸借契約及び保証契約が新たに締

結され、新たな保証契約は、法律的には旧債務についての

保証契約とは全く別個の契約であることを強調して、借換

時における保証人の認識を問題にすることは相当でない。

いかなる時点で、いかなる範囲の保証債務について保証

人の認識を判断すべきかについては、借換時に債務の増額

がない場合には、当初の貸付時点における保証人の認識を

問題とすれば足りる。これに対し、借換時に増額があった

場合には、借換時点で増額した範囲の保証債務について保

証人の認識を問題にすれば足りることになる。

(4)裁 判 所 の判 断

(被告 に対 す る判断)

①保 証債 務 の履行 を 「余 儀 な く され る」 状況 で あ るか否 か

の判 断

被 告 は、所得 税法64条2項 の適 用 のた めに は、保 証債 務 履

行 を 「余儀 な くされ る」、やむ にや まれ ず資 産 を譲 渡 した 場

合 でな けれ ば な らない として い る。 そ して 、本件 で は、 ①

資産 の譲 渡 が債務 の弁済 期 の到 来前 に行 われ 、② 債権 者 で

あ るS信 金 お よびM銀 行 は、債 務者 で あ るA社 社 に債務 の 返

済 を請求 した事 実 はな く、③ 保証 人 で あ る原 告 に保証 の 履

行 を請求 した事 実 もな い等 の事情 か ら、本件 に は所得 税 法

64条2項 の適 用 はない と主 張す る。

この被 告 の主張 は採 用 で きない。 以下 理 由で あ る。

保 証人 は 主債務 の弁済 期 の前後 を問 わず弁 済 で き、弁 済

した ときは 求償権 は発 生す る(民 法459条)。 しか も、期 限

の利 益 は債務 者 の利 益 の為 の定 め と推 定 され(民 法136条1

項)、 債務 者 は期 限 の利 益 を原 則 と して放 棄 す るこ とが で

き る(同 条2項 本 文)。 もち ろん債 務者 の側 で 期 限の利 益 を

放棄 して も直 ちに保 証人 に対抗 で きな いが 、保証 人 が債務

者 と歩調 を合 わせ 期 限 の利益 を放 棄 す る こ とは何 ら差 し支

え ない。 そ して有 限 会社 が解 散 した 場合 に は、清 算 の早 期

結 了の要 請 か ら、会社 は期 限未到 来 の債務 につ いて も弁 済

す る こ とが でき る とされ てい る(有 限会社 法75条 、商 法125

59



60

近畿大学産業理工学部 かやの もり13(2010)

条)。本件でも保証人である原告が期限前に代位弁済した

のは主債務者であるA社 と保証人である原告がともに期限

の利益を放棄した結果とみて差し支えない。すなわち、債

務者本人たる有限会社が解散し、清算の早期結了の要請か

ら期限の利益を放棄して、保証人に対 し代位弁済を要請し、

保証人がこれに応 じた場合は、保証人の立場は、主債務の

弁済期到来による代位弁済とほぼ同様であって、前者と後

者について所得税法64条2項 の適用上取扱いを異にすべき

合理的理由はない。

②A社 が返 済 可能 で あった か の判 断

被告 は、A社 は本 件 各債 務 の弁 済 に充 て得 る原 資 を有 し

てお り、現 に 平成8年12月 まで は銀 行 及 び信 金 に対 す る債

務 の返 済 を確 実 に行 って いた の であ るか ら、 自 らの収 入 に

よ って本件 各 債務 を.月々 返 済 してい くこ とが 十分 に可 能 な

状 況 であ った とみ るべ きで あ る、 と主張す る。

しか し、被 告 の上記 主 張 は、主 債務者 の判 断 と保 証 人 の

判 断 を混 同 して い る面が あ り、甚 だ わか りに くい上 に、実

質 的 に も相 当 とはい え ない。保 証 人 が主債 務者 で あ る有 限

会 社 の代 表取 締役 を兼 ね てい る として も、主債 務者 と保証

人 は人 格 は別 個 の もので あ る。そ こで、 主債務 者 で あ る有

限会社 が 事業廃 止 の決 定 を した場 合 それ は有 限会社 自身 の

判 断 で あ り、それ を も って直 ち に保証 人 の判 断 とみ る こ と

はで きな い。

③ 保証 人 の求償 権行 使 の可能 性 の判 断

被告 は 、原告 の行 った連帯 保証 の うち、本件 第1、 第4、

第5債 務 に係 る も のは 、実質 的 にA社 に対 し一方 的 に利 益

を供 与す るもの にす ぎ ない もの であ るか ら、所 得税 法64条

2項 の適用 は ない 旨主張 す る。

さて所 得 税 法64条2項 の趣 旨 は、保 証債 務 を履 行 す る た

め資産 の 譲渡 が あっ た場合 にお いて 、求償 権 の行使 が不 可

能 とな った ときは、所 得 の計 算上 、求 償不 能 に なった 金額

は存在 しな かっ た もの とみ な して、課 税上 の 救済 を 図 る と

い うもので あ る と解 され る。 そ こで 、主債 務者 に資力 が な

いた め求償 権 の行 使 がそ もそ も不 可能 で あ る ことを知 りな

が らあ えて保 証 を した場合 には 、最初 か ら主債 務者 に対す

る求償 を前提 と して い ない もの であ り、む しろ保 証人 に お

いて 主債務 者 の債 務 を引 き受 け たか 、又 は主債 務者 に対 し

贈 与 を した場 合 と実質 的 に 同視 で きるの で あ るか ら、同項

にい う 「求償権 の全部 又 は一部 を行使 す る こ とがで きな い

こ と となっ た とき」 との要 件 を欠 くもの と解す るの が相 当

で ある。

と ころで、金 銭 消費 貸借 契約 にお いて 、弁 済期や 月 々 の

分 割金 の 支払 額 を変 更す るた め 、新 たな契 約 を締 結す る方

法(い わ ゆ る借 換 え)が 採 られ る こ とが あ るが 、か か る借

換 えが な され た場 合 、 旧契約 締 結 当時 の主債務 者 の資 力 と、

借 換 時 の主債務 者 の資 力 に変動 が あ るこ とが十分 あ り得 る。

そ して 、借換 時 に、保 証 人 は、保 証債 務 の負 担 を 自由 に免

れ る こ とが で き るもの では な く、保 証人 は従 属 的な地 位 に

置 かれ てい る のが通 常 で ある か ら、借 換 時 にお いて 、保 証

人 が主債 務者 に資力 が な く、主債 務者 に対す る求 償権 の 行

使 が不可 能 で あ る と認 識 してい た場 合 であ って も、 旧契約

締結 時 にお いて 、保 証人 が 、求償 権 の行使 も可能 で あ る と

認 識 して い た場 合 につ い て は、所 得 税 法64条2項 の適 用 は

あ る と解 す るのが 相 当で あ る。

(5)さ い た ま地 裁 判 決 の意 義

さいた ま地裁 平 成16年4.月14日 判決 につい てみ て きた が、

この判 決 の大 き な意義 は 、所得 税法64条2項 の解釈 ・適 用 に

際 して本 来 の立 法趣 旨を重視 した判 決 であ る こ とにあ る。

これ まで の所 得 税 法64条2項 の解 釈 が 、 あま りに も形 式 的

に厳 格 に解釈 され 、 同条 項 の本 来 の趣 旨か ら乖離 し、そ れ

が租 税法 律 主義 に反 す るの で はない か とい う事案 が少 なか

らず あ る。 立法 の経緯 か らす れ ば、保 証債 務 の履 行 に よ り

資産 を手 放 して 、そ の譲 渡代 金 さえ 自分 の手 元 か ら素通 り

して債権 者 に渡 り、 しか も多額 の税負 担 だ けが残 る とい う

保 証 人 を救 済す る制 度 で ある。 これ は 、二重 の経 済 的損 失

を 防止す るた めの特 例制 度 で あ る。 それ が厳 格 な解釈 に よ

り救 済が な され ない こ とにな って しま うの であ る。

この さい た ま地裁 の判 決 は、租 税 法律 主義 に 忠実 に所 得

税 法64条2項 を適用 した点 で意義 が あ るが、そ れ は、借 換 え

につ いて の判 断が 象徴 的 であ る。

類 似 事 例 で あ る福 島 地 裁 平成8年7月8日 判決37)にお い て

は 、当初 の借 入債 務 と新 た な借入 債務 との 問に 同一性 が あ

るか否 かが 問題 となっ た。す なわ ち、債務 の借換 えが あっ

た場 合 、求償 権 の可 能性 の基 準 が、 当初 の保 証契 約 時な の

か 、また は新 た な借換 え契約 時 に行使 不 能 でな けれ ばな ら

な いの か とい うこ とで あ る。 福 島地裁 は、借 換 え時 にお い

て債 権者 を異 にす る こ と及 び新 た に根 抵 当権 を設 定 して い

るこ とを理 由 に 同一 性 を否 定 し、所 得税 法64条2項 の 適 用

を否認 した。 これ は、 同一性 を形 式 に判 断 して お り、そ れ

は 旧債務 に対 す る保 証 が債務 の借 換 え に よって 消滅 し、新

債務 に対 す る新 た な保 証 が 生 じる とい う理解 で あ る。 した

が って 、新 たな保 証 を行 っ た時 点で 会社 が債 務超 過 で債務

を弁 済 で きない状 態 で あれ ば求償 不 能 であ る こ とを知 って

保 証 債務 契約 を した とい うこ とに な り、 この特例 規 定 は適

用 され ない 、 とい う判 断 であ る。

これ に対 して 、 さい たま地 裁判 決 は 、同一 性 を肯 定 し所

得税 法64条2項 の 適 用 を認 めた。 す な わ ち、 それ は借 換 え

時 に債権 者 は異 に し新 たに根 抵 当権 を設 定す るもの で ある

が 、保 証 人 が借換 え時 に保証 人 の負 担 を 自由に免 れ る もの
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で はな く、従 属的 な地位 に置 かれ て い るのが 通常 で あ る と

して保 証 人 の地位 に着 目し、 そ の上 で新規 借入 れ で あっ て

も実質 的 に 旧債務 の借 換 えで あれ ば 、保証 人 の認識 として

は 旧債 務 の保 証期 間 の認識 で 足 りる と した。 当初 の借 入債

務 と新 た な借 入債 務 の 同一 性 を実 質 的 に判 断 した もので あ

る。

福 島 地裁 判 決 は 、 これ まで の 所 得税 法64条2項 の解 釈 に

当た って課 税 当局 が 主張す る様 な厳格 な解 釈 をす る立 場 を

とるが、 さい た ま地裁 判決 は原 告 の 主張 を ほぼ全 面的 に取

り入れ た もの と考 え られ る。 同条 項 の解釈 適 用 に当た っ て

考 慮す べ き こ とに つい て、さいた ま地裁 は 、「被告 の主 張 に

対 す る判 断の補 足 」 と して判 決 を以 下の よ うに締 めて い る。

本判 決 につ い て、 まず 「先 にみ た よ うに、本 件 は基 本 的

に所得 税 法64条2項 が 適用 され て よい ケー ス で ある。」 と述

べ て い る。38)

そ して 、 「所 得税 法等税 法 の解釈 ・運用 は 、可能 な 限 り経

済 的利 益 の得 喪 ・変更 とい う客観 的指 標 に よる こ とが望 ま

しい。」と して 、被 告税 務署 長 の主 張に対 して異議 を唱 えて

い る。 具体 的 には 、「被告 が本 訴 で主張 してい る よ うな 『保

証 債務 の履行 を余 儀 な く され た』 とか 『止 む に止 まれ ぬ弁

済』で な けれ ば な らない との要 件 は、所得 税 法64条2項 の法

文 にな く、 これ を明 らか に した通 達 も な く、標 準 的 な所得

税 法 の解説 書 に も触れ られ て い ない。 ・… で き る限 り明確

な基 準 に よるべ きで あ り、本件 で問題 とな った よ うな 『会

社 の事 業継 続 が可 能 で あった か ど うか』 な ど とい う曖 昧 な

基 準 で 所得 税 法64条2項 の適 否 を決す るの が適 当 とは 思 わ

れ ない」 と して、租 税 法律 主義 に則 した税 法 の解釈 ・運用

を求 めた もの と考 え られ る。

6.お わ り に

所 得税 法64条2項 の要件 とそ の 解 釈 につ い て は 、 これ ま

で裁判 所 お よび課 税庁 の解 釈 が厳 格 な上 に文 言 を超 えた解

釈 にな る傾 向に あっ た。 同条 項 が本来 保証 人 を救 済す べ き

特 例 と して の趣 旨に反 し、特例 であ るた め に過 度 に厳 格 な

解 釈 が され租税 法 律 主義 に反 す る事態 にまで及 んで きた よ

うに考 え られ る。 それ は、 さいた ま地 裁 の判決 で も明 らか

で ある。 これ ま で要件 の一 つ と して認 識 され て いた 「余儀

な く され た」 とい う文 言一 つ にお い て も、 さいた ま地 裁判

決 の指 摘 の よ うに、所 得税 法64条 に はそ の 旨の規 定 はな い

ので あ る。

ま た債務 の借 換 の 問題 で も、杓 子 定規 に 同一性 を捉 える

ので は な く、実態 と して判 断す る こ とを改 めて指摘 して い

る。

さい た ま地 裁 の判 決 は、 これ ま で所 得 税 法64条2項 が運

用 され て き た道筋 を軌 道修 正 す る よ うに示 唆 してい る よ う

に思 え る。 吉 良実教 授 が、 「本条 項 の解 釈 ・適 用 に 当たっ て

は 、本 条 項 が応能 負 担 の原則 にその拠 り所 をお いて る規 定

で あ るだ けに、本 条 項 のそ の よ うな 立法趣 旨が最 大 限 に生

か され る よ うな解釈 ・適用 が望 ま しい もの と解す る。」39)と

して、所 得税 法64条2項 を積 極 的 に支 持 して い る。

今 後、 所得税 法64条2項 に 関す る解 釈 ・適 用 は、 さいた ま

地裁 判決 を機 に、租税 法 律 主義 に則 した本来 の 立法趣 旨に

戻 った運 用 が され るこ とを期待 す る次第 で あ る。
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この ほか類 似判 例 と して最 高裁 第2小 法廷 昭和40年9

.月24日判決(民 集19巻6号1688頁)が ある。

横 浜地 裁 昭和33年11.月28日 判 決、税 務 訴訟 資料26号

p1135。

注 解所 得税 法研 究 会 「注解 所得 税 法 四訂版 」大 蔵財

務 協会 、2005年 、p736。

昭 和36年 税 制調 査会 答 申pp548-549。

上 掲答 申、p549。

上 掲答 申、pp553-554。

所 得 税 法64条2項 の立 法趣 旨 に応 能 負担 の原 則 が根

拠 と され るが 、 これ に対す る批 判 的 な意 見 も存 在 す

る。例 え ば以下 の通 り。

同条 項 が、 「応 能負 担 の 原則 に そ の拠 り所 をお い て

い る として も、 この制 度 がそ の適 用対 象所 得 を特 定

の資産 の譲 渡 に よ る所 得 だ けに 限定 して い る合 理 的

理 由 は見 出 し難 く、 また 、そ の適用 対 象損 失 に して

も、特殊 関係者 間にお ける私財 提供 的 な実 質 を有 す

る ものが 多 く租 税 回避 行為 を誘 発 し易 い債 務 の保 証

に係 る損失 の み を対象 と して お り、 たの一 般債 権 の

貸倒 れ とのバ ラ ンスを欠 い てい る とい う問題 もあ り、

課 税 の公平 性 とい う見地 か ら見 て、 この制 度 が立 法

論 と して妥 当な制 度 で あるか ど うか につ いて は疑 問

が あ る といわ ざる を得 ない」。(藤 田良一 「所得 税 法

上 の資 産損 失 制度 に 関す る一 考察 」税 大論 叢13号 、

税務 大 学校 、p338。)

千 葉地 裁 昭和56年9.月23日 判決(税 務訴 訟 資料120号

P585)

札 幌 地 裁 平 成4年3月26日 判 決(訟 務.月報41巻10号

P2637)

10)最 高 裁 昭 和60年12月20日 判 決(税 務 訴 訟 資 料147号

P768)

11)大 阪 高裁 昭 和58年11.月30日 判決(税 務 訴 所資 料134

号P284)

12)大 阪地 裁 昭和57年7月16日 判決(税 務訴 訟 資料127号

P197)

13)上 掲大 阪地裁 判 決(税 務 訴訟 資料127号p197)

14)東 京 地 裁 昭 和47年4月16日 判 決(税 務 訴訟 資料65号

P847)

15)上 掲東京 地裁 判 決(税 務 訴訟 資料65号p847)

16)上 掲東京 地裁 判 決(税 務 訴訟 資料165号p849)

17)最 高裁 判決 昭 和59年12月4日 判 決(税 務 訴訟 資 料140

号p568)
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